
令和 2 年度
新型コロナウイルス感染症

感染拡大防止・ 医療提供体制
確保支援補助金

第三次補正予算

対象医療機関

院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う
保険医療機関
※二次補正予算による「医療機関・薬局等に
おける感染拡大防止等の支援」の補助を受け
た医療機関も補助対象となる。
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補助基準額
以下の額を上限として実費を補助

◉病院・有床診療所(医科・⻭科) 
25万円+5万円×許可病床数

◉無床診療所(医科・⻭科) 
25万円

◉薬局、訪問看護事業者、助産所
20万円

対象経費

令和2年12月15日から令和3年3月31日まで
にかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に
要する費用
※従前から勤務している者及び通常の医療の提
供を行う者に係る人件費は除く
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申請書の提出期限
令和3年 2 月 28 日(当日消印有効) 
※ 令和2年度事業の申請期限までに申請書を提出した医療機関等に
は審査を行った上で令和 2年度に交付決定を行います。
※令和2年度事業の申請期限に申請が間に合わない医療機関等への
対応は、令和3年度に実施予定です。
(令和2年度事業の補助を受けた医療機関等は、令和3年度実施分で
は対象外となります)。
※令和3年4月1日からの経費が補助の対象経費となる令和3年度実施
分の詳細は後日となります。

申請書の提出方法 （郵送）
住所:
〒119-0397 銀座郵便局留
宛先:
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡
大防止・医療提供体制確保支援補助金担当宛

- 3 -



提出書類

厚生労働省ホームページに掲載されていますので、
ダウンロードして記載してください。
URL: 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16443.ht
ml 

提出書類
[申請する経費の支出が全て終わっている場合] 

➀交付申請書(第5号様式) 
➁申請書の別紙
③厚生労働省への請求書
④申請する経費に係る領収書等の支出額が分か
るもの(写し) 
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提出書類
[申請する経費の支出が終わっていない場合] 

①交付申請書(第3号様式)
②申請書の別紙
③厚生労働省への請求書

※ 事後に事業実績報告が必要となりますので、
領収書等の証拠書類は保管しておいてください。

補助金の交付決定等
提出いただいた申請書については、
補助対象となる医療機関等であるか等の審査 を行います。
審査の結果、補助金の交付を決定した医療機関等には
「交付決定通知書」を郵送するとともに、
請求書に記載の金融機関へ振込を行います。
※ 申請書の受付から振込までは、
申請書に不備がない場合、おおむね1か月程度の見込み。
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事業実績報告の提出
申請時に
「申請する経費の支出が終わっていない場合」は、
事業(支出)が終わった日から1か月以内
又は
令和3年4月10日
のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出して
ください。
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留意事項（１）
◉30 万円以上の機械、器具及びその他の財産を取得し
た場合、当該財産を耐用年数より前に補助金の目的外
に使用することや、譲渡、廃棄、交換、貸付、担保す
る場合には厚生労働大臣の承認が必要になり、内容に
よって補助の全部又は一部を返納いただくことになり
ます。
耐用年数前に廃棄等を行う場合には、
厚生労働省医政局医療経理室(電話:03- 3595-2225 ）
までご連絡ください。

留意事項（２）
◉令和2年度の消費税及び地方消費税の確定申告
により、補助金に係る消費税及び地方消費税に
係る仕入控除税額が確定した場合は、
令和4年6月 30 日までに
第2号様式を厚生労働省へ提出してください。
なお、補助金に係る仕入控除税額がある場合には、
当該仕入控除税額を返納いただくことになります。
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留意事項（３）
◉本補助金の申請は、
1回限りですので、
申請漏れ等ないように確認をお願いします。
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問合せ先

申請書の書き方について
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まずは、
交付申請書別紙

から記載

2021/02/04 ⇨入力後は、令和3年2月4日となります。

４２３＋医療機関コード（７桁）

必須項目（⻩⾊のセル）すべてに⼊⼒をして下さい。 ⼊⼒するとセルの色が白色になります。

○○デンタルクリニック
院⻑ 山田 太郎

受付 佐藤 花子 095- ○ ○ ○- ○ ○ ○ ○ ○○＠ ○○ ○○ ○○

郵便番号 ⻑崎県 ⻑崎市○○ ○番○号
無床診療所（⻭科） はい

いいえ
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　※「別紙」シート」



いいえ

希望される補助金の振込先を記入

2020/12/15

事業期間；令和2年12月15日から令和3年3月31日まで
入力後は、令和2年12月15日となります。（手書きの場合は年号で記載。）

2021/03/31

入力後は、令和3年3月31日となります。
（手書きの場合は年号で記載。）

０

はい or いいえ

0

0

0

0

150,0000

0

0

200,0000

350,0000

250,0000
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なし

shika110

なし

shika110

なし

shika110

なし

shika110

なし

shika110

「はい」の場合は、「第5号様式」の精算交付請求書が表示されます。「いいえ」の場合は、「第3号様式」の交付請求書が表示されます。



◉賃金・報酬；感染防止対策を実施する者を新規に雇用した際の賃金 等
◉謝金；感染拡大防止の勉強会を実施するための講師謝金 等
◉会議費；感染拡大防止の勉強会のための会場費 等
◉旅費；感染拡大防止研修のための医師派遣にかかる旅費 等
◉需用費；
日常業務に要する消耗品費（固定資産に計上しないもの）
日常診療に要する材料費（直接診療報酬等を請求できるものは対象外）
水光熱費、燃料費 等
◉役務費
電話料、インターネット接続等の通信費
医療施設・設備に係る火災保険、地震保険、動産保険の保険料
休業補償保険の保険料 等
◉委託料
施設内の清掃委託、洗濯委託、消毒委託、検査委託、感染性廃棄物処理委託 等
◉使用料及び賃借料；既存の診療スペースに係る家賃、医療機器等のリース料 等
◉備品購入費；空気清浄機の購入費 等

※「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外です。

はい

はい

はい
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続いては、
第３号と第５号様式

交付申請書

金額の確認をお願いします。

⇨添付資料は別紙に
記載した内容で異なります。

第3号[申請する経費の支出が終わっていない場合]
第5号[申請する経費の支出が終わっている場合]
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※手書きの場合、少し様式が違います。（申請書の様式をご参照ください。）
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続いては、請求書

250,0000
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参考

領収金額の合計（25万より大きい数字）を記載
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